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事 業 区 分 事 業 内 容

物 流 事 業

・パレット等物流機器のレンタル事業（注）１
・パレット等物流機器の販売事業（注）２
・アシストスーツ事業（注）３
・物流IoT事業（注）４

コ ネ ク テ ィ ッ ド 事 業 ・ICT事業（注）５
・ビークルソリューション事業（注）６

主要な事業内容（2025年８月31日現在）

（注）１. 木製・プラスチック製パレット（注）７、ネスティングラック・カゴ車等金属製物流機器、その他物
流機器及び関連商品のレンタル

２. 木製・プラスチック製パレット、ネスティングラック・カゴ車等金属製物流機器、その他物流機器及
び関連商品の販売

３. アシストスーツのレンタル及び販売
４. 追跡ソリューションのレンタル及び販売
５. 遠隔監視ソリューションの役務提供及び関連機器のレンタル及び販売
６. カーシェアリング自主運営事業及びカーシェアリングシステムのレンタル、販売及びカーシェアリン

グ運営受託
７. パレットとは荷物の保管や構内作業、輸送のために使用される薄い箱型の荷台で、木製・プラスチッ

ク製・金属製など用途ごとに多彩な種類が存在しております。パレットの上に荷物をまとめて載せる
ことで、フォークリフトで一度に上げ下ろしができるようになるため、荷役作業のすべてを人力で行
う場合と比べて、作業の効率化が可能となります。倉庫、自動車、電子機器、農産、水産、食品など
幅広い業種に利用されています。
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本 社 宇部本社（山口県宇部市）、東京本社（東京都千代田区）

営 業 所

札幌営業所（北海道札幌市中央区）、仙台営業所（宮城県仙台市青葉区）、
関東営業所（埼玉県さいたま市大宮区）、新潟営業所（新潟県新潟市中央区）、
東京営業所（東京都千代田区）、横浜営業所（神奈川県横浜市港北区）、
静岡営業所（静岡県静岡市葵区）、名古屋営業所（愛知県名古屋市中区）、
大阪営業所（大阪府大阪市淀川区）、岡山営業所（岡山県岡山市北区）、
山口営業所（山口県宇部市）、四国営業所（香川県高松市）、
福岡営業所（福岡県福岡市博多区）、南九州営業所（鹿児島県鹿児島市）

デ ポ （ 注 ） 市原デポ（千葉県市原市）、三木デポ（兵庫県三木市）、
宇部デポ（山口県宇部市）、福岡デポ（福岡県糟屋郡久山町）

ウ ベ パ レ ッ ト サ ー ビ ス 株 式 会 社 山口県宇部市
U P R  S i n g a p o r e  P t e . L t d . シンガポール共和国　シンガポール市
U P R ( T h a i l a n d ) C o . , L t d . タイ王国　バンコク市
U P R  S o l u t i o n  ( M a l a y s i a )  S d n . B h d . マレーシア　セランゴール州　シャー・アラム市
U P R  V I E T N A M  C O . , L T D ベトナム社会主義共和国　ホーチミン市
U P R  S e r v i c e s  I n c . アメリカ合衆国　カリフォルニア州　サニーベール市

主要な営業所及び拠点（2025年８月31日現在）
① 当社

（注）パレットなど物流機器の貸出、返却を行うサービス拠点です。

② 子会社
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事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

物 流 事 業 162　名 3　名減

コ ネ ク テ ィ ッ ド 事 業 16 2　名減

全 社 （ 共 通 ） 46 １　名増

合 計 224 4　名減

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

192名 3名減 41.1歳 10.5年

使用人の状況（2025年８月31日現在）
① 当社グループの使用人の状況

（注）１. 使用人数は正社員の就業人員（グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時雇用
者数（人材派遣会社からの派遣社員等）は、使用人数の100分の10未満であるため、記載を省略し
ております。

２. 全社（共通）として記載されている使用人数は、管理部門に所属しているものであります。

② 当社の使用人の状況

（注） 使用人数は正社員の就業人員（社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（人材派遣会
社からの派遣社員等）は、使用人数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 山 口 銀 行 5,436百万円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 1,639

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,124

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 503

株 式 会 社 り そ な 銀 行 485

主要な借入先の状況（2025年８月31日現在）

その他当社グループの現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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① 発行可能株式総数 30,000,000株
② 発行済株式総数 7,660,000株
③ 株主数 4,229名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

酒 田 義 矢 3,838,000株 50.11％

酒 田 三 男 385,000 5.03

酒 　 田 　 加 代 子 320,000 4.18

ユ ー ピ ー ア ー ル 従 業 員 持 株 会 264,490 3.45

酒 田 健 治 119,700 1.56

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 76,021 0.99

宇 藤 秀 樹 74,600 0.97

市 川 敏 夫 70,000 0.91

日 本 駐 車 場 メ ン テ ナ ン ス 株 式 会 社 65,000 0.85

羽 山 謙 造 46,000 0.60

会社の現況
株式の状況（2025年８月31日現在）

④ 大株主

（注）持株比率は自己株式504株を控除して計算しております。

新株予約権等の状況
　該当事項はありません。
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 38百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 38

会計監査人の状況
① 名称 EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる

場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し

た場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたし
ます。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社が制定している内部統制システムに関する基本方針は、以下のとおりです。
(1)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（会社法第
362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号）
①当社は、社是、経営理念、及び行動指針（五ケンの戒め）を、当社及び子会社の全ての役員・
従業員が法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
②総務部がコンプライアンスを担当し、当社及び子会社の全ての役員・従業員の法令遵守の取組
を推進する。また、「コンプライアンス規程」を定め、同部を中心にその遵守の重要性につき
繰り返し情報発信することにより、その周知徹底を図る。
③内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。重要事項については、取締役会に報告す
る。

④法令及び定款に違反する行為等を発見した場合の報告体制として、内部通報窓口を設置する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（会社法施行規則第100条第1項第
1号）
①取締役の職務の執行に係る情報は、法令及び「文書管理規程」に基づき、文書又は電磁的媒体
に適切に記録・保存する。

②取締役及び監査役は、必要に応じ、取締役の職務の執行に係る情報が記載された文書等を閲覧
できる。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第100条第1項第2号）
①「リスク管理規程」に基づき、業務執行に係るリスクの把握、管理及び危機発生に備えた対応
を行う。
②リスク管理委員会は、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を行い、必
要に応じて取締役会に対し、リスク管理に関する活動状況を報告し、提案を行う。

③重大な危機が発生した場合には、社長を委員長とするリスク管理委員会を速やかに開催し、危
機への対応と速やかな収束に向けて活動する。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条
第1項第3号）
①取締役の職務権限と担当業務を明確にするため、「取締役会規程」の他、「組織規程」、「業
務分掌規程」、「決裁権限規程」を制定し、必要に応じ定期的な見直しを行う。
②取締役会は、取締役会規程に基づき月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。

－ 6 －



(5)当社及び子会社からなる企業グループにおける業務の適正を確保するための体制（会社法施行
規則第100条第1項第5号）
①当社及び子会社の業務適正確保の観点から、当社のリスク管理体制、コンプライアンス体制を
グループ全体に適用するものとし、必要な子会社への指導、支援を実施する。

②内部監査室は定期的に当社及び子会社の内部監査を実施し、当社及び子会社の内部統制の有効
性と妥当性を確保する。また監査結果については、社長に報告する。
③「関係会社管理規程」を定め、一定の経営上の重要事項については機関決定前に当社の承認を
求め、又は報告することを義務付けることとし、一定の基準を満たすものは当社の取締役会決
議事項とする。

(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項並びにその使用人に対する指示の実効性の
確保に関する事項（会社法施行規則第100条第3項第1号、会社法施行規則第100条第3項第2
号、会社法施行規則第100条第3項第3号）
①当社は、監査役の職務を補助する従業員を配置していないが、監査役から要請があった場合
は、速やかに適切な人員配置を行う。

②監査役の職務を補助すべき従業員の異動・評価等については、あらかじめ監査役の同意を要す
ることとする。

③監査役の職務を補助すべき従業員は、監査役以外の者からの指揮命令を受けない。
(7)監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに監査役への報告をし
た者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
（会社法施行規則第100条第3項第4号、会社法施行規則第100条第3項第5号）
①当社及び子会社の役員・従業員は、監査役からの要請に応じ、職務の執行に関する事項を報告
する。
②内部監査室は、当社及び子会社に対して実施した内部監査の結果を、定期的に報告する。
③内部通報制度の担当部署は、当社グループの内部通報の状況について、監査役に定期的に報告
する。

④監査役への報告を理由として取締役及び従業員が不利な取り扱いを受けないことを保障する。
(8)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につい
て生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項（会社法施行規則第100条第3項第6号）
　監査役がその職務の執行について支出した費用の償還などの請求をしたときは、当該費用が
監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
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(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条
第3項第7号）
①監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するために取締役会等の会議に出
席する。
②監査役は、取締役や経営陣とのミーティング、営業所や子会社への往査を定期的に実施する。
月１回定時に監査役会を開催する他、必要に応じ臨時に開催し、監査実施状況等について情報
交換及び協議を行うとともに、監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を
行う。

(10)反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
　当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じな
いことを基本方針とする。その旨を役員及び従業員に周知徹底するとともに、平素より関係行
政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連
絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況）
　当社は上記業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めております。当事
業年度における運用状況の概要は、次のとおりです。
①取締役の職務の執行について
取締役会規程の定めにより定時取締役会を１ヵ月に１回、また、必要に応じて臨時取締役会を
開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他重要な事項を決定するとともに各部
門の業務執行状況の監督、業績の進捗確認を行っております。

②リスク管理体制について
リスク管理規程、コンプライアンス規程を定めるとともに、社長を委員長とするリスク管理委
員会を四半期に1回開催し、リスク管理体制整備のほか、リスク管理策及びコンプライアンス
への取組等の方針策定、実施状況の確認を行っております。

③内部監査の実施について
内部監査室において、社長が承認した内部監査基本計画に基づき内部監査を実施いたしまし
た。法令や当社規程に基づいた業務執行がなされているか等の内部監査結果が社長へ報告さ
れ、是正措置がとられております。
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④監査役の職務の執行について
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、稟議書などの書類の閲覧、代表取締役
との意見交換、事業部門等に対するヒヤリング、当社グループ会社を含む複数の事業拠点への
往査を行うとともに、内部監査部門から定期的に報告を受けております。また、会計監査人と
は、監査計画の協議、監査結果の報告の受領、意見交換を行う等、監査役が必要とする情報の
適切な提供を受け、監査を実施しております。

会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。
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(2024年 9 月 1 日から
2025年 8 月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 96,000 391,349 8,425,121 △959 8,911,510

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △114,892 △114,892

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 336,209 336,209

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当連結会計年度変動額合計 － － 221,317 － 221,317

当連結会計年度末残高 96,000 391,349 8,646,438 △959 9,132,827

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主
持　　　分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 9,686 1,180 10,867 103,113 9,025,491

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △114,892

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 336,209

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) △4,216 8,286 4,069 51,904 55,974

当連結会計年度変動額合計 △4,216 8,286 4,069 51,904 277,291

当連結会計年度末残高 5,469 9,467 14,936 155,017 9,302,782

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注） 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況
・連結子会社の数 ６社
・連結子会社の名称 ウベパレットサービス株式会社

UPR Singapore Pte.Ltd.
UPR(Thailand)Co.,Ltd.
UPR Solution(Malaysia)Sdn.Bhd.
UPR VIETNAM CO.,LTD
UPR Services Inc.

(2) 持分法の適用に関する事項
　該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、UPR VIETNAM CO.,LTDの決算日は６月30日であります。連結計算書類の作成にあ
たっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。その他の連結子会社の
決算日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券
その他有価証券
（ⅰ）市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
ロ. 棚卸資産
（ⅰ）商品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）を採用しております。
（ⅱ）原材料及び貯蔵品

・原材料 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）を採用しております。

・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）を採用しております。
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産
（ⅰ）レンタル資産 過去の実績に基づく見積耐用年数（５～10年）による定額法を採用して

おります。
（ⅱ）その他 当社及び国内連結子会社は定率法を、在外連結子会社は定額法を採用し

ております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属
設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び
構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ７年～50年
機械装置及び運搬具 ８年～17年

ロ. 無形固定資産
（ⅰ）自社利用のソフトウエア　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
（ⅱ）その他の無形固定資産　　定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金 売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度
に負担すべき額を計上しております。

ハ. 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計
上しております。

④ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ. 退職給付に係る会計処理の方法

当社及び一部の連結子会社において、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

ロ. 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、物流事業においてパレット等物流機器やその他の機器（アシストスーツ、追跡ソリ
ューション）のレンタル及び販売を行うほか、コネクティッド事業においては、遠隔監視ソリューシ
ョン（ICT）やカーシェアリング（ビークルソリューション）のレンタル及び販売、役務の提供を行
っており、これら事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は以下の
とおりであります。
（ⅰ）パレットレンタル

パレット等物流機器のレンタルについてはレンタル期間の時の経過に応じて履行義務が充足さ
れると判断し、収益を認識しております。

（ⅱ）物流機器販売
パレット等物流機器の販売については主に仕入先から顧客へ商品が直送される取引（直送取
引）によっており、顧客へ商品を引き渡した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認
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識しております。
（ⅲ）物流のその他

物流のその他の機器（アシストスーツ、追跡ソリューション）につきましても、レンタルにつ
いてはレンタル期間の時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、収益を認識しており
ます。販売については顧客へ商品を引き渡した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を
認識しております。

（ⅳ）遠隔監視ソリューション（ICT）
遠隔監視ソリューションの役務提供については役務提供期間に応じて履行義務が充足されると
判断し、収益を認識しております。また関連機器のレンタルについてはレンタル期間の時の経
過に応じて履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。販売については顧客へ
商品を引き渡した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

（ⅴ）カーシェアリング（ビークルソリューション）
カーシェアリングシステムのレンタルについてはレンタル期間の時の経過に応じて履行義務が
充足されると判断し、収益を認識しております。関連機器の販売については顧客へ商品を引き
渡した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

取引の対価は、履行義務を充足してから概ね３ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素はありませ
ん。また、取引価格は、顧客との契約に基づき顧客と約束した対価を基礎として算定しております。
なお、顧客と約束した対価の中に変動対価はありません。

ハ. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整
勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。

（会計方針の変更）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会 計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準
第20－３項 ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし
書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響は
ありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算
書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首か
ら適用しております。
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 28,754,121千円

当座貸越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 485,738千円

差引額 9,514,262千円

普通株式 7,660,000株

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 4 年 1 0 月 1 5 日
取 締 役 会 普通株式 114,892 15 2024年8月31日 2024年11月11日

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年10月15日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 191,487 25 2025年8月31日 2025年11月11日

２. 連結貸借対照表に関する注記

⑵ 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。

これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

３. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵ 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
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４. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借り入れにより
資金を調達しております。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の債務不履行による信用リスクに晒されております。
　投資有価証券は業務提携等に関連する目的で保有する株式及び投資事業有限責任組合への出資であり、
発行者の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金は、そのほとんどが４ヵ月以内の支払期日であります。
　長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、主要な取引先の状況を定期的にモニタ
リングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期
把握や軽減を図ることによりリスク低減を図っております。また、市場リスクの管理に関し、投資有価証
券については、主として株式であり、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、か
つ、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理に関し、担当部署
が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理してお
ります。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

⑴ 長 期 借 入 金 ※ 9,189,736千円 8,998,276千円 △191,459千円

負 債 計 9,189,736 8,998,276 △191,459

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2025年８月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「買掛金」、「未払法人
税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるこ
とから、記載を省略しております。

※１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
（注）市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額

⑴　非上場株式　　　　　　　　　　　10,000千円
⑵　投資事業有限責任組合への出資　　91,157千円

　非上場株式は企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第5項の取り扱
いを適用し、投資事業有限責任組合への出資は改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会
計基準の適用指針」第24－16項の取り扱いを適用し、時価開示の対象とはしておりません。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 8,998,276 － 8,998,276
負債計 － 8,998,276 － 8,998,276

⑶ 金融商品の時価のレベルの内訳に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
　該当事項はありません。
②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金
　借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割
り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント
合計

物流事業 コネクティッド事業

パレットレンタル 10,375,597 － 10,375,597

物流機器販売 3,418,701 － 3,418,701

物流その他 494,339 － 494,339

ICT － 681,021 681,021

ビークルソリューション － 384,573 384,573

顧客との契約から生じる収益 14,288,637 1,065,595 15,354,233

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 14,288,637 1,065,595 15,354,233

５.　収益認識に関する注記
(1)　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

(2)　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関す
る注記等（4）会計方針に関する事項④その他連結計算書類の作成のための重要な事項 ロ．重要な収益及び費
用の計上基準」に記載のとおりです。

(3)　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高が含まれている金額に重要性はありま
せん。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額には重要性はあ
りません。
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場所 用途 種類

東京都千代田区 ビークルソリューション事業用資産 レンタル資産、無形固定資産等

東京都千代田区 ICT事業用資産 レンタル資産、無形固定資産等

東京都千代田区 遊休資産 投資その他の資産、無形固定資産等

神奈川県相模原市 遊休資産 建物及び構築物等

新潟県新潟市 遊休資産 建物及び構築物等

静岡県静岡市 遊休資産 建物及び構築物等

香川県高松市 遊休資産 建物及び構築物等

鹿児島県鹿児島市 遊休資産 建物及び構築物等

⑴ １株当たり純資産額 1,194円30銭
⑵ １株当たり当期純利益 43円89銭

６.　固定資産の減損損失に関する注記
　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、事業単位を基本単位としてグルーピング
を行い、遊休資産については個別にグルーピングを行っております。連結子会社につきましては、会社単位を
基本単位としてグルーピングを行っております。

当連結会計年度において、収益性が低下した資産グループの事業用資産及び今後事業に供する予定の無い遊
休資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（120,476千円）として特別損失に計上
しました。その内訳は、レンタル資産15,053千円、建物及び構築物39,000千円、投資その他の資産9,541千
円、無形固定資産47,945千円、その他8,936千円であります。

なお、回収可能価額は事業用資産については使用価値、遊休資産については正味売却価額により測定してお
りますが、ともに将来キャッシュ・フローが見込まれないことから、零として評価しております。

7. １株当たり情報に関する注記

8. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
レ ン タ ル 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
特 許 権
商 標 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

5,431,830
2,709,476

4,231
1,981,843
82,037
364,808
11,951
218,671
16,908
53,044
△11,142

15,912,925
13,679,405
11,502,879
953,908
44,915
45,614
18,064
76,629
954,108
83,283

864,825
187
1,833

732,741
130,062

1,368,694
101,157
172,724
309,167
234,506
354,196
317,441
△120,499　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 4,152,157
買 掛 金 1,832,418
1年内返済予定の長期借入金 1,680,334
未 払 金 343,505
未 払 費 用 34,982
未 払 法 人 税 等 7,990
預 り 金 14,830
契 約 負 債 2,052
賞 与 引 当 金 236,019
そ の 他 24

固 定 負 債 8,353,514
長 期 借 入 金 7,509,402
退 職 給 付 引 当 金 429,615
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 370,994
資 産 除 去 債 務 27,161
そ の 他 16,341

負 債 合 計 12,505,671
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 8,833,613
資 本 金 96,000
資 本 剰 余 金 391,349
そ の 他 資 本 剰 余 金 391,349

利 益 剰 余 金 8,347,224
利 益 準 備 金 25,404
そ の 他 利 益 剰 余 金 8,321,819
特 別 償 却 準 備 金 577
別 途 積 立 金 3,700,000
繰 越 利 益 剰 余 金 4,621,242

自 己 株 式 △959
評 価 ・ 換 算 差 額 等 5,469

その他有価証券評価差額金 5,469
純 資 産 合 計 8,839,083

資 産 合 計 21,344,755 負 債 純 資 産 合 計 21,344,755

貸　借　対　照　表
（2025年８月31日現在）

（単位：千円）

（注） 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2024年 9 月 1 日から
2025年 8 月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 14,597,833
売 上 原 価 10,390,742
売 上 総 利 益 4,207,091
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,026,422
営 業 利 益 180,669
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 8,793
受 取 補 償 金 499,864
そ の 他 45,201 553,859

営 業 外 費 用
支 払 利 息 56,873
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 18,655
為 替 差 損 13,994
そ の 他 10,525 100,048

経 常 利 益 634,480
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 249 249
特 別 損 失

減 損 損 失 120,476
シ ス テ ム 解 約 損 失 42,648
そ の 他 10,887 174,012

税 引 前 当 期 純 利 益 460,717
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 117,672
法 人 税 等 調 整 額 49,049 166,721
当 期 純 利 益 293,995

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注） 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 21 －



(2024年 9 月 1 日から
2025年 8 月31日まで)

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計

利　益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計特別償却

準 備 金
別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 96,000 391,349 391,349 25,404 1,368 3,700,000 4,441,348 8,168,121 △959 8,654,510

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △114,892 △114,892 △114,892

当 期 純 利 益 293,995 293,995 293,995
特 別 償 却 準 備
金 の 取 崩 △790 790 － －

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当期変動額合計 － － － － △790 － 179,893 179,103 － 179,103

当 期 末 残 高 96,000 391,349 391,349 25,404 577 3,700,000 4,621,242 8,347,224 △959 8,833,613

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

－ 22 －



評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 9,686 9,686 8,664,197

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △114,892

当 期 純 利 益 293,995
特 別 償 却 準 備
金 の 取 崩 －

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △4,216 △4,216 △4,216

当期変動額合計 △4,216 △4,216 174,886

当 期 末 残 高 5,469 5,469 8,839,083

（注） 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴ 資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券

イ. 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。
③ 棚卸資産

イ. 商品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）を採用しております。

ロ. 貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）を採用しております。

⑵ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

イ. レンタル資産 過去の実績に基づく見積耐用年数（５～10年）による定額法を採用し
ております。

ロ. その他 定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した
建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建
物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ７年～50年
機械及び装置 ８年～17年

② 無形固定資産
イ. 自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
ロ. その他の無形固定資産 定額法によっております。

⑶ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。
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⑷ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負
担すべき額を計上しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法
を用いた簡便法を適用しております。

④ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計
上しております。

⑸ 重要な収益及び費用の計上基準
当社は、物流事業においてパレット等物流機器やその他の機器（アシストスーツ、追跡ソリューション）
のレンタル及び販売を行うほか、コネクティッド事業においては、遠隔監視ソリューション（ICT）やカ
ーシェアリング（ビークルソリューション）のレンタル及び販売、役務の提供を行っており、これら事業
における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりであります。
（ⅰ）パレットレンタル

パレット等物流機器のレンタルについてはレンタル期間の時の経過に応じて履行義務が充足される
と判断し、収益を認識しております。

（ⅱ）物流機器販売
パレット等物流機器の販売については主に仕入先から顧客へ商品が直送される取引（直送取引）に
よっており、顧客へ商品を引き渡した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しており
ます。

（ⅲ）物流のその他
物流のその他の機器（アシストスーツ、追跡ソリューション）につきましても、レンタルについて
はレンタル期間の時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。販
売については顧客へ商品を引き渡した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しており
ます。

（ⅳ）遠隔監視ソリューション（ICT）
遠隔監視ソリューションの役務提供については役務提供期間に応じて履行義務が充足されると判断
し、収益を認識しております。また関連機器のレンタルについてはレンタル期間の時の経過に応じ
て履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。販売については顧客へ商品を引き渡
した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
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（ⅴ）カーシェアリング（ビークルソリューション）
カーシェアリングシステムのレンタルについてはレンタル期間の時の経過に応じて履行義務が充足
されると判断し、収益を認識しております。関連機器の販売については顧客へ商品を引き渡した時
点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

取引の対価は、履行義務を充足してから概ね３ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素はありません。
また、取引価格は、顧客との契約に基づき顧客と約束した対価を基礎として算定しております。なお、顧
客と約束した対価の中に変動対価はありません。

（会計方針の変更）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会 計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準
第20－３項 ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし
書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はあり
ません。
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 28,481,045千円

① 短期金銭債権 17,972千円
② 短期金銭債務 22,464千円

当座貸越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 485,738千円

差引額 9,514,262千円

関係会社との取引高
①営業取引による取引高

売上高 171,145千円
仕入高 150,935千円
その他 487千円

②営業取引以外の取引高 36,388千円

普通株式 504株

２. 貸借対照表に関する注記

⑵ 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

⑶ 当座貸越契約
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの
契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

３. 損益計算書に関する注記

４. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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繰延税金資産
賞与引当金 81,639千円
退職給付引当金 152,212千円
役員退職慰労引当金 131,443千円
固定資産譲渡損益調整 4,924千円
減価償却超過額 75,379千円
関係会社株式評価損 102,043千円
投資有価証券評価損 4,960千円
貸倒引当金 38,458千円
その他 107,027千円
繰延税金資産小計 698,089千円
評価性引当額 △335,712千円

繰延税金資産合計 362,377千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △3,001千円
特別償却準備金 △305千円
その他 △4,873千円

繰延税金負債合計 △8,180千円
繰延税金資産の純額 354,196千円

５. 税効果会計に関する注記
⑴ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

⑵ 決算日後の法人税等の税率変更
　「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年度法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したこと
に伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりまし
た。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が34.6%から、2025年9
月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については34.6%に、2026年9月1日以降に開始
する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については35.4%となります。
　なお、当該変更の財務諸表に与える影響は軽微であります。
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⑴ １株当たり純資産額 1,154円00銭
⑵ １株当たり当期純利益 38円38銭

６．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項に関す
る注記（5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

７. １株当たり情報に関する注記

８. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
2025年10月20日

ユーピーアール株式会社
取締役会　御中

　　　EY新日本有限責任監査法人
東 　 京 　 事 　 務 　 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 奥 見 正 浩
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 岡 浩 二

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ユーピーアール株式会社の2024年９月１日か

ら2025年８月31日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算
書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場
合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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